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鏡
石
町
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状

況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
の
第
３
条

で
は
、
８
項
目
の
報
告
事
項
を
定
め

て
い
ま
す
。
こ
の
項
目
に
基
づ
き
、

そ
の
内
容
を
報
告
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
①
職
員
の
任
免
・
職
員
数

に
関
す
る
状
況
に
つ
い
て
は
、
左
表

１
の
と
お
り
で
、
職
員
総
数
は
平
成

17
年
４
月
１
日
現
在
で
１
０
７
人

（
教
育
長
含
む
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

任
免
の
状
況
は
、表
２
の
と
お
り
で
、

前
年
度
と
比
較
し
て
２
人
減
と
な
っ

　

今
年
６
月
の
議
会
定
例
会
で
議
決
制
定
さ
れ
た「
鏡
石
町
人
事
行
政
の
運

営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
」に
基
づ
き
、
平
成
16
年
度
の
人
事
行

政
の
運
営
な
ど
の
状
況
を
公
表
し
ま
す
。
こ
の
内
容
は
、
先
月
の
町
財
政
公

表
に
掲
載
い
た
し
ま
し
た
が
、
そ
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
今
回
の
公

表
は
、
地
方
公
務
員
法
第
58
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
、
人
事
行
政
運
営
に
お

け
る
公
平
性
、
透
明
性
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
に
今
年
度
か
ら
行
わ
れ
る
も

の
で
、
町
職
員
の
任
免
や
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
な
ど
の
情
報
を
正

し
く
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
公
表
す
る
も
の
で
す
。

て
い
ま
す
。

　

次
に
、
②
職
員
の
給
与
、
③
勤
務

時
間
そ
の
他
勤
務
条
件
の
状
況
に
つ

い
て
は
、
左
表
３
の
と
お
り
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

人
件
費
の
状
況
（
普
通
会
計
）
で

は
、
全
体
で
約
８
億
７
千
万
円
と
な

り
歳
出
総
額
に
占
め
る
人
件
費
率

は
、
19
・
５
％
と
な
り
、
前
年
比
２
．

６
％
減
っ
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
④
職
員
の
分
限
処
分
及
び

懲
戒
処
分
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
そ

の
実
績
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

な
お
、
用
語
の
定
義
は
次
の
と
お

り
で
す
。

「
分
限
処
分
」
と
は

　

職
員
の
身
分
保
障
を
前
提
と
し
つ

つ
、
職
員
が
そ
の
職
責
を
十
分
に
果

た
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
、
職

員
の
意
に
反
す
る
不
利
益
な
身
分
上

の
変
動
を
も
た
ら
す
処
分
を
い
う
も

の
で
す
。

「
懲
戒
処
分
」
と
は

　

職
員
の
一
定
の
義
務
違
反
に
対
す

る
道
義
的
責
任
を
問
う
こ
と
に
よ

り
、
公
務
に
お
け
る
規
律
と
秩
序
を

維
持
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
処
分

を
い
う
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
公
平
委
員
会
の
状
況
に
つ

い
て
は
、
地
方
公
務
員
法
第
７
条
第

３
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
権
限
は
同
法
第
８
条
第
２

項
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

本
町
で
は
、
同
法
第
７
条
第
４
項
で

事
務
を
委
任
し
て
お
り
、
昨
年
度
に

お
い
て
、「
勤
務
条
件
に
関
す
る
措

置
要
求
」、「
不
利
益
処
分
に
関
す
る

不
服
申
立
の
状
況
」
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

次
に
、
⑤
職
員
の
服
務
の
状
況
に

つ
い
て
は
、
公
務
員
は
「
全
体
の
奉

仕
者
」
と
し
て
公
共
の
利
益
の
た
め

に
勤
務
し
、
職
務
遂
行
に
あ
た
っ
て

は
、
全
力
で
奉
仕
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
服
務
の
基
本
原
則
を
忠
実
に

実
行
す
る
た
め
、「
信
用
失
墜
行
為

の
禁
止
」、「
秘
密
を
守
る
義
務
」、「
政

治
的
行
為
の
制
限
」、「
争
議
行
為
等

の
禁
止
」
な
ど
様
々
な
義
務
が
課
せ

ら
れ
て
お
り
、
昨
年
度
に
お
い
て
、

服
務
義
務
違
反
に
よ
り
処
分
さ
れ
た

事
件
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

次
に
、
⑥
職
員
の
研
修
及
び
勤
務

成
績
の
評
定
の
状
況
に
つ
い
て
は
、

次
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

【
職
員
の
研
修
】

　

ふ
く
し
ま
自
治
研
修
セ
ン
タ
ー
で

行
わ
れ
る
各
種
研
修
を
中
心
に
15
名

の
職
員
を
派
遣
し
ま
し
た
。
な
か
で

も
、
専
門
研
修
と
し
て
、
法
制
・
政

策
法
務
等
地
方
分
権
に
向
け
た
研
修

を
基
本
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

【
勤
務
成
績
の
評
定
等
の
状
況
】　

　

職
員
の
意
欲
、
能
力
、
実
績
が
適

正
に
評
価
さ
れ
る
人
事
管
理
と
す
る

た
め
、
人
材
育
成
基
本
指
針
に
基
づ

き
行
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
国
・
県
等
の
人
事
管
理

制
度
の
見
直
し
状
況
に
留
意
し
な
が

ら
、
本
町
に
お
け
る
職
員
人
事
評
価

制
度
の
構
築
に
向
け
て
研
究
を
進
め

て
い
ま
す
。

　

次
に
、
⑦
職
員
の
福
利
及
び
利
益

の
保
護
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
次
の

と
お
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

【
職
員
の
定
期
健
診
】

　

職
員
の
健
康
管
理
と
し
て
、
全
職

員
を
対
象
と
し
た
定
期
健
診
を
毎
年

１
回
実
施
し
、
病
気
の
早
期
発
見
・

早
期
治
療
に
努
め
て
い
ま
す
。ま
た
、

35
歳
以
上
を
対
象
と
し
た
人
間
ド
ッ

ク
健
診
も
３
年
に
１
回
の
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
で
行
っ
て
い
ま
す
。

【
災
害
補
償
の
状
況
】

　

地
方
公
務
員
災
害
補
償
制
度
は
、

地
方
公
務
員
が
公
務
上
の
災
害
又
は

通
勤
に
よ
る
災
害
に
よ
っ
て
生
じ
た

損
害
を
補
償
し
、
ま
た
、
福
祉
事
業

を
行
う
制
度
で
、
昨
年
は
１
件
と

な
っ
て
い
ま
す
。

区分
部門

職　員　数 対前年
増減数平成17年 平成16年

一
般
行
政
部
門

議　会 2 2
総　務 19 19
税　務 7 7
農　水 7 7
商　工 1 1
土　木 9 10 △1
民　生 17 16 1
衛　生 6 6
小　計 68 68

特別
行政部門

教　育 25 27 △2
小　計 25 27 △2

公営企業等
会計部門

水　道 4 4
下水道 5 5
その他 5 5
小　計 14 14

合　計 107
［123］

109
［123］ △2

（注）
１　職員数は一般職に属する職員数（教育長含む）である。
２　［　］内は、条例定数の合計である。

表１　職員の構成（部門別）

区　分 定年
退職

勧奨
退職

普通
退職 計

一般行政職 0人 2人 0人 2人

技能労務職 0人 0人 0人 0人

計 0人 2人 0人 2人

表2　職員の採用状況
平成16年度は採用なし
（退職者数）

職員数
Ａ

給　　与　　費 一人当たり
給与費
Ｂ／Ａ給　料 職員手当 期末・

勤勉手当 　　計 　Ｂ

人
97

千円
370,703

千円
54,833

千円
148,128

千円
573,664

千円
5,914

〔職員給与費の状況（普通会計予算）〕　平成17年度

区　分 給料月額等

給
料

町　長
助　役
収入役

779,900円
624,100円
585,200円

報
酬

議　長
副議長
議　員

329,000円
271,000円
251,000円

期
末
手
当

町　長
助　役
収入役

（16年度支給割合）
3.3月分

議　長
副議長
議　員

（16年度支給割合）
3.3月分

退
職
手
当

町　長
助　役
収入役

（算定方式・支給時期）
779,900×在職月数×0.48（任期ごと）
624,100×在職月数×0.29（任期ごと）
585,200×在職月数×0.26（任期ごと）

〔特別職の報酬月額〕

区　分 平均年齢 平均給与月額
一般行政職 40.7歳 353,365円
技能労務職 48.6歳 307,288円
教育職（幼稚園） 38.4歳 310,998円

区　　分
鏡石町 国
初任給 初任給

一般行政職
大学卒 170,700円 170,700円
高校卒 138,800円 138,800円

技能労務職 高校卒 136,000円 －

〔職員の平均給与月額〕

〔初任給の状況〕

住民基本台帳人口
（16年度末）

歳出額
Ａ

人件費
Ｂ

人件費率
Ｂ／Ａ

人
12,987

千円
4,459,275

千円
870,376

％
19.5

表３　〔人件費の状況〕

区　分 内　　　　容

期末手当・
勤勉手当

期末手当　　3.0月分
勤勉手当　　1.4月分
（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
●役職加算　5～ 15％

扶養手当

配偶者 13,500円
２人まで（配偶者扶養） 6,000円
１人（配偶者非扶養） 6,500円
１人（配偶者なし） 11,000円
 その他 5,000円
特定期間（満16歳年度初めから満22歳年度末）の
子の加算 5,000円

住居手当

(借家等職員)
家賃月額が20,500円以下
　●月額－9,500円を支給
家賃月額が20,501円以上
　●月額－20,500円÷2+11,000円を支給
(上限額27,000円)
(自宅等職員)
新築､購入後5年間　　　3,500円
上記以降　　　　　　　2,500円

通勤手当

(交通機関利用者)
運賃等相当額が51,000円以下
　●運賃等相当額を支給
　　運賃等相当額が51,001円以上
　●相当額－51,000円÷2+51,000円を支給
(上限額なし)
(自動車等利用者)
　２㎞～ 80㎞　2,200円～ 43,900円
(上限額43,900円)

管理職手当
支給額
●課長×7％
●主幹×6％

退職手当

 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
 勤続20年 21.0月分 27.3月分
 勤続25年 33.75月分 42.12月分
 勤続35年 47.5月分 59.28月分
 最高限度額 59.28月分 59.28月分

その他の加算措置　
　　退職時特別昇給
　　定年の場合：20年以上勤続により1号
　　勧奨の場合：管理職24月、その他の職35年以上
　　　　　　　　24月、それ以外12月
　　死亡の場合：20年以上勤続により１号
　　自己都合の場合：20年以上勤続により1号

〔職員の手当の状況〕

区　分 受診者数

定期健康診断 80人

人間ドック 21人

〔職員の福利及び利益の保護の状況〕

１週間の
勤務時間

勤務時間の割り振り

始業 終業 休息時間 休憩時間 週休日

40時間 8:30 17:15

12：00～
12：15 12：15～

13：00
土曜日及
び日曜日15：00～

15：15

〔勤務時間の状況等〕

総付与日数
　a

総取得日数
　b

全対象職員数
　c

平均取得率
　b/c 消化率　b/a

4,259日 1,112日 108人 10.29日 26.10%

〔年次有給休暇取得等〕
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鏡
石
町
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
を
公
表
し
ま
す


